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参議院常任委員会調査室・特別調査室

 

 

 

地方議会からの意見書（４） 

― 参議院が受理した意見書の主な項目（令和３年） ― 

 

 

根岸 隆史 

内藤 亜美 

木村 克哉 

嵯峨 惇也 

（行政監視委員会調査室） 

 

 

 

１．意見書の主な項目の紹介 

（１）義務教育費国庫負担制度の拡充、教職員定数改善と少人数学級の推進等 

（２）出産育児一時金の引上げ 

（３）補聴器購入に対する公的補助制度の創設 

（４）後期高齢者の医療費窓口負担割合の原則１割負担継続 

（５）米の需給環境改善と米価下落対策 

２．おわりに 

 

 

１．意見書の主な項目の紹介 

本稿では、これまでの「地方議会からの意見書（１）、（２）、（３）」1に続き、令和３年に

参議院が受理した意見書の中から、その主な項目について、関連する制度の概要や課題な

どを示しつつ紹介する2。  

 
1 根岸隆史・徳田貴子・伴野誠人・永籏舞衣「地方議会からの意見書（１）」『立法と調査』No.444（令4.4.14）、

根岸隆史・内藤亜美・木村克哉・嵯峨惇也「地方議会からの意見書（２）」『立法と調査』No.445（令4.4.28）

及び根岸隆史・徳田貴子・伴野誠人・永籏舞衣「地方議会からの意見書（３）」『立法と調査』No.446（令4.

6.1） 
2 本稿は令和４年６月18日現在の情報に基づくものであり、参照ＵＲＬの確認も同日に行っている。  
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（１）義務教育費国庫負担制度の拡充、教職員定数改善と少人数学級の推進等 

 

 

○ 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分

の１に復元すること。 

○ 学校の働き方改革・長時間労働是正を実現するため、教職員定数の改善を行うこと。 

○ 中学校での35人学級を早急に実施すること。また、更なる少人数学級について検討すること。 

 

国は、義務教育費国庫負担法（昭和27年法律第303号）に基づき、都道府県・指定都市が

負担する公立義務教育諸学校3の教職員の給与費について、３分の１を負担している（義務

教育費国庫負担制度）4。同法の施行当初、国の負担割合は２分の１であったが、国庫補助

負担金、税源移譲を含む税源配分、地方交付税の在り方を一体的に見直す「三位一体の改

革」において検討対象となり、平成18年の同法改正により３分の１に引き下げられた。 

公立義務教育諸学校における教職員定数と学級編制（１学級の児童生徒数）の標準は、

義務標準法5により定められている。教職員定数は、学級担任等の基本的な定数であり、学

級数等に応じて機械的に計算される基礎定数と、少人数指導やいじめへの対応などの政策

目的に応じ、予算の範囲内で措置される加配定数から構成される。令和４年度の教職員定

数は前年度比2,502人の減となったが、文部科学省は、小学校高学年の教科担任制の推進、

学校における働き方改革や複雑化・困難化する教育課題への対応等のため、4,690人の定数

改善を行ったとしている6。 

学級編制の標準は平成23年度以降、小学校１年生は35人、それ以外は40人とされたが、

令和３年の改正義務標準法7により、小学校２～６年生についても令和３年度から５年かけ

て段階的に35人に引き下げることとなった8。政府は、35人学級等についての小学校におけ

る多面的な効果検証等を踏まえつつ、中学校を含め、学校の望ましい教育環境や指導体制

を構築していくとしている9。また、今後の教職員定数の在り方や小学校における少人数学

級を計画的に進める上での課題等について、文部科学省や地方自治体等による協議の場に

おいて検討を進めている。このほか意見書では、複式学級の定員引下げ、栄養教諭等の少

数職種の配置増、高等学校における少人数学級の実施等も求められている。 

 
3 公立の小・中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部 
4 義務教育費国庫負担金の令和４年度予算額は１兆5,015億円であり、文部科学省予算（一般会計）の28.4％を

占める最大の経費となっている（文部科学省「令和４年度予算のポイント」５頁）。 
5 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和33年法律第116号） 
6 教職員定数の改善（4,690人増）の一方、教職員定数の自然減等（6,912人減）、教職員配置の見直し（280人

減）がなされた（文部科学省「令和４年度予算のポイント」９頁）。なお、令和３年５月１日時点の公立の小・

中学校における義務標準法に基づく教職員定数の充足率は全国平均で101.8％であるが、各都道府県等の教

育委員会において学校に配置することとしている教師数については、全国で計1,701人（1,350校）の不足が

生じていたとされる（文部科学省「「教師不足」に関する実態調査」（令4.1）３～４頁）。 
7 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律（令和３年法律第14号） 
8 令和３年度の小学校２年生に続き、４年度は小学校３年生の学級編成を35人に引き下げるとしている。また、

都道府県教育委員会の判断で、国の標準よりも少人数の学級編制基準を定めることが可能であり、令和３年

度は65の都道府県・指定都市において、国の標準を下回る学級編制の取組が実施されている。 
9 「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令4.6閣議決定）35頁 

主な要望事項 
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（２）出産育児一時金の引上げ 

 

 

○ 現在の負担に見合う形に出産育児一時金を引き上げること。 

 

出産育児一時金は、健康保険法（大正11年法律第70号）等に基づく保険給付として、健

康保険や国民健康保険などの被保険者又はその被扶養者が出産したとき、出産に要する経

済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度であり、平成６年の健康保険法等

の改正により分娩費と育児手当金が統合されたものである。 

支給額については、公的病院における平均的な出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改

定を実施するため、被用者保険は政令、市町村国保は条例で規定されており、統合当初の

30万円から段階的に引き上げられてきた。平成21年からは産科医療補償制度掛金分10も併

せて支給され、同年10月には、緊急の少子化対策の一環として原則42万円11へ引上げがなさ

れた。以後、産科医療補償制度掛金分が引き下げられる一方で、支給総額は据置きとされ

た12。厚生労働省の調査によると、令和元年度の出産費用は全国平均で460,217円（平成24

年度：416,728円）であり13、民間団体による調査では、平成30年以降に出産した者の９割

超の出産費用が42万円を超え、約４分の１は71万円以上を要したとされている14。 

我が国における少子化対策は、希望出生率151.8の実現を掲げ、総合的な取組が進められ

ているが、令和３年の出生数は811,604人となり、合計特殊出生率も1.30と平成28年以降、

減少を続けている。また、第１子出生時の母の平均年齢については平成27年以降横ばいと

なっていたが、令和３年に６年ぶりに上昇し、30.9歳となった16。 

令和４年６月７日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、

出産育児一時金の増額を始めとして、経済的負担の軽減について議論を進めるとされたが、

同月15日に、岸田内閣総理大臣は、自身の判断で出産育児一時金を大幅に増額することを

表明した17。さらに、同月17日の会見において松野内閣官房長官は、政府として年末の予算

編成過程において結論を出し、令和５年度から実施したいとの発言を行った18。 

 
10 平成21年１月には、政令で規定される金額に加え、分娩に関連して発症した重度脳性まひの子ども等の経済

的負担の補償と原因分析・再発防止に資する情報提供等を行う産科医療補償制度掛金分を支給することとさ

れた。なお、分娩機関の99.9％が産科医療補償制度に加入している。 
11 条例で支給額を42万円超としている地方自治体の例も見られる。 
12 42万円のうち、平成27年１月には、産科医療補償制度掛金分が３万円から１万6,000円に引き下げられたが、

政令で規定される金額が39万円から40万4,000円に引き上げられた。令和４年１月には、産科医療補償制度掛

金分が１万2,000円に引き下げられたが、政令で規定される金額が40万8,000円に引き上げられた。 
13 正常分娩に係る直接支払制度専用請求書を集計したものであり、室料差額、産科医療補償制度掛金等を除い

た合計額（第136回社会保障審議会医療保険部会（令2.12.2）資料１－２「出産育児一時金について」）。 
14 正常分娩以外を含む。また、回答者によっては、個室代（63.4％）、新生児の医療費（41.4％）等の費用も含

む。（子どもと家族のための緊急提言プロジェクト「出産費用のｗｅｂ調査速報版（単純集計）」（令4.4）） 
15 若い世代における、結婚、妊娠・出産、子育ての希望等がかなうとした場合に想定される出生率 
16 厚生労働省ウェブサイト「令和３年（2021）人口動態統計月報年計（概数）の概況 結果の概要」<https://

www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai21/dl/kekka.pdf> 
17 首相官邸ウェブサイト<https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/0615kaiken.html> 
18 「出産一時金増額 来年度から実施」『日本経済新聞』（令4.6.18） 

主な要望事項 
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（３）補聴器購入に対する公的補助制度の創設 

 

 

○ 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設すること。 

 

加齢による聴力の低下は、40歳代から一般的には高音域において始まり、60歳代になる

と軽度難聴レベルとなる音域が増え、70歳以上ではほとんどの音域の聴力が軽度・中等度

難聴レベルになるとされ19、65～74歳では17.6％、75歳以上では39.2％の人が難聴の自覚が

あるとされる20。難聴は、社会生活に支障を生じさせるだけでなく、近年の研究では、認知

機能の低下との関連性も指摘され、適切に補聴器を導入すれば認知症の発症リスクを軽減

させ得るとされている21。一方、難聴者に対する補聴器の使用率は、英国42％、ドイツ35％、

米国30％に対し、日本は14％と低く、日本における補聴器普及の課題として、補聴器の価

格の高さ等が指摘されている22。 

補聴器購入は健康保険等の適用とはならないが、障害者総合支援法23に基づく補装具費

支給制度により購入等に要する費用の一部が支給される。対象は聴覚障害６級24以上とし

て身体障害者手帳が交付された者であり、利用者負担は原則１割である25。補装具費支給の

対象とならない軽度・中等度難聴者が補聴器を購入する場合、医師等による診療や治療を

受けるために直接必要な補聴器の購入費用については、医療費控除の対象とされる26。 

なお、厚生労働省の調査研究事業の報告では、3.8％の地方自治体において、障害者総合

支援法による補装具費支給の対象とならない難聴高齢者に対し、補聴器購入に要する費用

の助成等が行われているとされる27。 

 
19 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ウェブサイト<http://www.jibika.or.jp/owned/hwel/hearingloss/>。日本

聴覚医学会の「難聴対策委員会報告－難聴（聴覚障害）の程度分類について－」によれば、軽度難聴は各周

波数の平均聴力レベル25dB以上40dB未満（小さな声や騒音下での会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚す

る。）、中等度難聴は同40dB以上70dB未満（普通の大きさの声の会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。

補聴器の良い適応となる。）、高度難聴は同70dB以上90dB未満（非常に大きい声か補聴器を用いないと会話が

聞こえない。）、重度難聴は同90dB以上（補聴器でも聞き取れないことが多い。）とされている。 
20 Anovum「JapanTrak2018調査報告」<http://www.hochouki.com/files/JAPAN_Trak_2018_report.pdf>16頁 
21 国立研究開発法人国立長寿医療研究センターウェブサイト「もの忘れセンターの佐治直樹副センター長らが、

難聴と認知機能低下との強い関連を見いだしました」（令2.12）<https://www.ncgg.go.jp/hospital/monowa

sure/news/20201130.html>、「どうすれば安全安心：難聴に伴う認知機能低下 補聴器で進行の抑制を」『毎日

新聞』夕刊（令4.1.27）等参照。なお、こうした関連性については、政府の「認知症施策推進総合戦略（新

オレンジプラン）」（平成27年１月策定、平成29年７月改訂）等でも指摘されている。 
22 「補聴器 自分に合うものを 使用率低迷の日本、普及のカギは」『日本経済新聞』夕刊（平30.3.14）。日本で

の補聴器の普及価格帯は片耳当たり15～20万円とされている。 
23 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号） 
24 両耳の聴力レベルが70dB以上のもの（40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの）、又は片側

の耳の聴力レベルが90dB以上でもう一方の耳の聴力レベルが50dB以上のもの。 
25 世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されている（一般の市町村民税課税世帯では37,200円）。利用者負

担額を除いた補装具費の負担割合は、国：50/100、都道府県：25/100、市町村：25/100。補聴器のほか義肢

や装具、車椅子等を含む補装具費支給制度の令和４年度予算額は、約154.5億円となっている。 
26 国税庁ウェブサイト「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて（情報）」（平30.4.16）<https:

//www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm> 
27 ＰｗＣコンサルティング合同会社「令和２年度老人保健健康増進等事業 自治体における難聴高齢者の社会

参加等に向けた適切な補聴器利用とその効果に関する研究」（令3.3）17～18頁参照 

主な要望事項 
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（４）後期高齢者の医療費窓口負担割合の原則１割負担継続 

 

 

○ 後期高齢者28の医療費窓口負担割合について、原則１割負担を継続し、２割にしないこと。 

 

現在、後期高齢者の医療費窓口負担割合は原則１割（現役並み所得者29は３割）とされて

いるが30、令和４年以降、団塊の世代が後期高齢者となることなどから、現役世代の負担の

大幅な上昇が懸念されている。こうした状況を踏まえ、現役世代の負担上昇を抑えながら

全ての世代が安心できる社会保障制度の構築に向けた見直しが検討され、令和２年12月に

「全世代型社会保障改革の方針」が閣議決定された。 

同方針においては、後期高齢者（現役並み所得者は除く）のうち、課税所得が28万円以

上（所得上位30％）かつ年収200万円以上（単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢

者の年収合計が320万円以上）の者31に限り、医療費窓口負担割合を２割とし、それ以外の

者は１割とするとされた。その後、令和３年６月、「全世代対応型の社会保障制度を構築す

るための健康保険法等の一部を改正する法律」により、後期高齢者の医療費窓口負担割合

について、同方針に沿った内容の改正が行われた32。 

同法による後期高齢者の医療費窓口負担割合の見直しは令和４年10月１日に施行され33、

施行後３年間は、長期にわたり頻繁に受診が必要な患者等の負担への配慮措置34として、２

割負担への変更により影響が大きい外来患者について、１割負担の場合と比べたときの１

か月当たりの負担増を最大でも3,000円に抑える措置が導入される。配慮措置の対象は、２

割負担対象者のうち負担増となる者の約８割に該当する約280万人程度と見込まれる35。 

なお、「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和４年６月閣議決定）では、後期高齢

者医療制度の保険料賦課限度額の引上げを含む保険料負担の在り方等各種保険制度におけ

る負担能力に応じた負担の在り方等の総合的な検討を進めるとされている。 

 
28 75歳以上の高齢者。令和３年10月現在における75歳以上の人口は1,867万人であり、総人口（１億2,550万人）

の14.9％を占めている（内閣府『令和４年版高齢社会白書』２頁）。 
29 課税所得145万円以上、年収383万円以上（単身世帯の場合）の者で、令和２年７月時点で約130万人が該当

し、被保険者全体（約1,815万人）に占める割合は約７％とされる（厚生労働省「全世代対応型の社会保障制

度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律について」<https://www.mhlw.go.jp/content/1240

0000/000846335.pdf>25頁）。 
30 医療費窓口負担割合はこのほか、70～74歳の者が２割（現役並み所得者は３割）、70歳未満の者は３割、６

歳（義務教育就学前）未満の者は２割（厚生労働省「医療費の一部負担（自己負担）割合について」）。 
31 該当者は約370万人とされ、被保険者全体（約1,815万人）に占める割合は約20％である（厚生労働省「全世

代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律について」２頁）。 
32 令和３年法律第66号。同法の国会審議に際し、参議院厚生労働委員会は、窓口負担割合の見直しについて、

必要な受診が抑制され、疾病の重症化につながることがないように取組を進めること等を求める附帯決議を

付している。 
33 この見直しによる令和４年度の財政影響は、令和４年10月１日施行ベースでは、給付費790億円（満年度ベー

スでは1,880億円）減、後期高齢者支援金（現役世代の負担）300億円（同720億円）減、後期高齢者保険料（高

齢者の負担）80億円（同180億円）減、公費410億円（同980億円）減と推計されている（厚生労働省「全世代

対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律について」２頁）。 
34 厚生労働省ウェブサイト<https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000910216.pdf>参照 
35 第204回国会参議院厚生労働委員会会議録第18号20頁（令3.5.25）。厚生労働省「全世代対応型の社会保障制

度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律について」17頁 

主な要望事項 
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（５）米の需給環境改善と米価下落対策 

 

 

○ コロナ禍の需要減少による過剰在庫を政府が緊急に買い入れ、米の需給環境を改善し、米価

下落に歯止めをかけること。 

○ 政府が買い上げた米をコロナ禍などによる生活困窮者などへの食料支援で活用すること36。 

○ 国内消費に必要のない外国産米（ミニマム・アクセス米（ＭＡ米）37）の輸入については、当面、

国産米の需給状況に応じた数量調整を実施すること。 

 

米の一人当たり年間消費量は人口減少や少子高齢化、食生活の変化等により一貫して

減少傾向にあり、主食用米の全国ベースの需要減少幅は拡大している38。平成30年産米か

らは行政による生産数量目標の配分が廃止され、産地・生産者を中心とする需要に応じた

生産・販売が推進されているが、令和２年産米については、需要減少に見合った作付面積

の削減が進まず、さらに新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による業務用需要減退

も加わり、在庫が過剰な状態となった39。主食用米の相対取引価格は、令和２年産は対前

年比93％、３年産は同89％と前年を下回って推移している40。 

政府は、産地の判断により主食用米を翌年から翌々年以降に長期計画的に販売する取

組を支援している41。令和３年10月には、長期計画的販売に取り組んでいる令和２年産米

37万トンのうち、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による需要減に相当する15万ト

ンについて特別枠を設け、保管料の全額を支援するものとされた42。 

ＭＡ米については、国産米に極力影響を与えないよう、国が一元的に輸入・販売してい

る。政府は、米のミニマム・アクセスは、全てのＷＴＯ加盟国の合意の下に導入されたも

のであるため、数量の見直しは極めて困難とし、ＭＡ米については国が輸入を行う立場に

あり、通常の場合は当該数量の輸入を行うべきものと考えているとしている43。 

 
36 子ども食堂等に対し、令和２年から食育の一環として政府備蓄米の無償交付が行われている。 
37 ガット・ウルグアイ・ラウンド合意（ＷＴＯ協定）に基づき、それまで輸入がほとんど行われていなかった

米についても最低限の輸入機会を提供することとされ（ＭＡ米）、平成７年度以降、ミニマム・アクセス数量

（現在は77万玄米トン）について無税の輸入枠（関税割当）が設定されている。 
38 一人当たり年間消費量はピーク時（昭和37年度：118.3kg）から半減し（令和２年度：51kg）、近年の主食用

米需要量は年10万トン程度減少。主食用米需要実績は、714万トン（令和元年７月～令和２年６月）に対し、

704万トン（令和２年７月～３年６月）。なお、令和３年７月～４年６月の需要見通しは702～706万トンとさ

れる。（農林水産省「米をめぐる状況について」（令4.5）４、15、47頁） 
39 民間在庫量は、適正水準180～200万トンとされるところ、令和２年６月末時点で200万トン、３年６月末時

点で218万トン（農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」２頁（令4.3））。 
40 令和２年産（出回り～令和３年10月）の60kg当たり平均相対取引価格は14,529円、３年産（出回り～令和４

年５月）は12,860円（農林水産省「令和３年産米の相対取引価格・数量（令和４年５月）（速報）」）。 
41 米穀周年供給・需要拡大支援事業として令和３年度、４年度予算に各50億3,300万円が計上されている。 
42 農林水産省「当面の対応について」（令3.10.12）。保管料のほか、中食・外食事業者等への販売促進や子ど

も食堂等の生活弱者への提供の取組に対して支援するとされ、令和３年度補正予算にコロナ影響緩和特別対

策として165億円が計上されている。本対策により対象数量15万トンの流通を一定期間抑制することができ

るため、その期間において、政府備蓄米の運用を通じた需給操作や価格の下支えという意味での市場隔離と

同等の効果が生じるとされる（第207回国会参議院予算委員会会議録第１号20頁（令3.12.16））。 
43 「ウルグアイ・ラウンド農業協定におけるコメのミニマム・アクセス機会の法的性格に関する政府統一見解」

（平6.5.27）、第208回国会衆議院農林水産委員会議録第14号20頁（令4.5.11） 

主な要望事項 
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２．おわりに 

本稿では、前回に続き、令和３年に参議院において受理した意見書の主な項目のうち、

一部について紹介した44。なお、前回までに紹介した内容は以下のとおりである。引き続

き主な項目の紹介を通じ、意見書の全体像を概観していきたい。 

 

 

 

（ねぎし たかし、ないとう あみ、きむら かつや、さが じゅんや） 

 
44 令和２年の意見書については、根岸隆史・内藤亜美・岩崎太郎・徳田貴子・永籏舞衣「新型コロナウイルス

感染症対策をめぐる地方の諸課題－参議院への意見書における地方議会の要望－」『立法と調査』No.433（令

3.4.14）、「地方議会からの意見書（１）」『立法と調査』No.435（令3.6.1）、「地方議会からの意見書（２）」

『立法と調査』No.436（令3.7.8）、「地方議会からの意見書（３）」『立法と調査』No.437（令3.7.30）及び根

岸隆史・内藤亜美・徳田貴子・木村克哉・嵯峨惇也・永籏舞衣「地方議会からの意見書（４）」『立法と調査』

No.438（令3.9.10）参照。また、平成31年・令和元年の意見書については、根岸隆史・内藤亜美・岩崎太郎・

對馬あきな・徳田貴子「地方議会からの意見書（１）」『立法と調査』No.422（令2.4.14）、「地方議会からの

意見書（２）」『立法と調査』No.423（令2.5.1）、「地方議会からの意見書（３）」『立法と調査』No.424（令2.

6.1）、「地方議会からの意見書（４）」『立法と調査』No.425（令2.7.8）及び「地方議会からの意見書（５）」

『立法と調査』No.426（令2.7.31）参照。 

「地方議会からの意見書（１）」

①新型コロナウイルスワクチン接種

②こども政策の充実

③新型コロナの影響を受ける事業者への支援等

④地方財政の充実・強化

⑤コロナ禍による厳しい財政状況等に対処するための地方税財源の充実

「地方議会からの意見書（２）」

①選択的夫婦別氏制度（いわゆる選択的夫婦別姓制度）の法制化

②女子差別撤廃条約選択議定書の批准

③核兵器禁止条約への署名・批准

④中国の新疆ウイグル自治区における人権侵害問題

⑤日米地位協定の見直し

「地方議会からの意見書（３）」

①沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む土砂の埋立てへの使用

②適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入

③学校教育におけるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の適切な推進

④私学助成の充実強化等 

⑤教育費負担の軽減に向けた教育予算の確保・拡充


